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平

成
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五
年

十

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

健
康
福
祉
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
号

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第
三
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

よ
り
が

た
い｣

を｢

よ
り
難
い｣

に
、｢

厚
生
労
働
大
臣｣

を｢

内
閣
総
理
大
臣｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中｢

第
十
一
条｣

を｢

第
五
条｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中｢

第
二
十
七
条
第
四
項｣

を｢

第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
四
項｣

に
改
め
、｢

掲
げ
る｣

の
下
に｢

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中｢

第
二
十
五
条｣

を｢

第
八
条｣

に
、｢

こ
れ
が
た
め｣

を｢

そ
の
た
め
に｣

に
、｢

第
二
十
九
条｣

を｢

第
十
二
条｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

第
三
十
条
第
一
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
、｢

第
二
十
三
条
第
一
項｣

を｢
第
十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

第
四
十
四
条｣

を｢

第
二
十
九
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
中｢

収
容
施
設｣

を｢

避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅｣

に
改
め
、
同
表
二
中｢

た
き
出

し｣

を｢

炊
き
出
し｣

に
改
め
、
同
表
五
中｢

災
害
に
か
か
つ
た
者｣

を｢

被
災
者｣

に
改
め
、
同
表

六
中｢

災
害
に
か
か
つ
た｣

を｢

被
災
し
た｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
令
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
の
項
中｢

第
十
条
第
一
号｣

を｢

第
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傷
､
疾
病
又
は
死
亡
し

者
の
住
所
及
び
氏
名

負
傷
､
疾
病
ま
た
は
死

亡
し
た
者
の
住
所
氏
名

負た

四
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
表
令
第
十
条
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
の
項
中｢

第
十
条

第
五
号｣
を｢

第
四
条
第
五
号｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢第

26条
｣

を｢第
９
条
｣

に
、｢基

づ
き
｣

を｢よ
り
｣

に
、｢厚

生
労
働
大

臣
｣

を｢内
閣
総
理
大
臣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢第

26条
｣

を｢第
９
条
｣

に
、｢基

づ
く
｣

を｢よ
る
｣

に
、｢厚

生
労
働
大

臣
｣

を｢内
閣
総
理
大
臣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢引

渡
｣

を｢引
渡
し
｣

に
、｢第

26条
｣

を｢第
９
条
｣

に
、｢基

づ
き
｣

を

｢よ
り
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢事

業
の
種
類
｣

を｢代
表
者
氏
名
｣

に
、｢第

24条
｣

を｢第
７
条
｣

に
、

｢基
づ
き
｣

を｢よ
り
｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中｢第

45条
｣

を｢第
31条

｣

に
、｢６
箇
月
｣

を

｢６
か
月
｣

に
、｢厚

生
労
働
大
臣
｣

を｢内
閣
総
理
大
臣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢第

27条
｣

を｢第
10条
｣

に
、｢そ

う
入
｣

を｢挿
入
｣

に
、｢貸

与
し
又

は
｣

を｢貸
与
し
､
又
は
｣

に
、｢経

過
し
た
り
又
は
｣

を｢経
過
し
､
又
は
｣

に
、｢す

み
や
か
に
｣

を｢速
や
か
に
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢第

29条
｣

を｢第
12条
｣

に
、

を

｣

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
十
五
号
様
式
中｢あ

た
り
｣

を｢当
た
り
｣

に
、｢第

30条
第
１
項
｣

を｢第
13条
第
１
項
｣

に
、｢基

づ
き
｣

を｢よ
り
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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